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要約：ソーシャルワーク実践は、プロセス研究である。その過程におけるフィードバ
ック機能に着目して、介護職員教育をソーシャルワーク実践と位置づけて実践活動を
展開してきた。本論では、訪問介護の利用者、通所介護の利用者と家族のサービス評
価、介護職員自己点検チェックを生活相談員やサービス提供責任者が評価、分析、対
策を行ない、この評価を通して、利用者の生活理解、業務改善、生活支援教育へのフ
ィードバックの意義を考察した。生活相談員やサービス提供責任者が実践を振り返り
ながらサービス評価を行ない、その結果として、サービス提供過程の局面、介護職員
教育のあり方や専門的技術の向上へフィードバックが機能した。方向性として、ミク
ロ・メゾとマクロを繋ぐエコシステム視座に基づく支援ツール開発を行い、実践での
活用やメゾやマクロを志向したソーシャルワーク実践事例のフィードバック研究が必
要と示唆された。

Abstract : The author has considered that the social work practice is a study of its process,

and developed activity of practice by aiming at feedback and positioning care work’s educa-

tion as social work practice. In this article, through the evaluation of social services, which

are the home help service and the day service of clients, families and care workers, an un-

derstanding of the life for clients, an improvement in social service and the education for

the life enhancement was discussed. Chief care workers evaluated social services through

the care work practice, and consequently the feedback worked well in the aspect of social

work process, and in importance of the education for the life enhancement, and also in an

improvement of social work skill. The assignment hereafter suggested a study of feedback

for social work practice and development of the tools based on a view of the ecosystem, in-

cluding micro-, mezzo-, and macro-social work, are necessary.
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� はじめに

ソーシャルワークは、生活支援を通して利用

者の自己実現をめざす実践活動であると考える

ことができる。しかし、臨床場面で、実践を通

した利用者のサービス評価がフィードバックさ

れることは少ないために、これらを達成するこ

とは困難であり、同時に、ソーシャルワークの

課題であると認識できる。

ソーシャルワークとは、人間と環境からなる

利用者固有の生活世界に立脚し、より豊かな社

会生活の回復と実現への支援を目標に、独自な

支援レパートリーを的確に活用し、社会福祉サ

ービスの提供から、利用者との参加と協働を通

じた課題解決への支援活動であり、さらに社会

の発展と生活の変化に対応した社会福祉の維

持、その諸条件の改善・向上へのフィードバッ

ク活動を包括・統合した支援の展開過程であ

る1）。

そこで、ソーシャルワーク実践とは、利用者

の社会的自律性や課題解決能力の強化、さら

に、利用者や利用者支援から制度・政策へのフ

ィードバック機能を持つ循環過程であると整理

することができる。これらを踏まえ、筆者は、

介護職員教育をソーシャルワーク実践と位置づ

け、介護職員への教育過程にソーシャルワーク

の視野と発想（view and idea）を注入し、利用

者の自己実現を目標に生活支援教育（ソーシャ

ルワーカーと介護支援専門員、生活相談員、サ

ービス提供責任者が協働で実践してきた研修を

生活支援教育と呼称する）を展開してきてい

る。同時に、介護職員への教育過程を通してソ

ーシャルワーク実践概念の普遍化にもチャレン

ジしている。

生活支援教育プログラムのひとつに、介護支

援専門員、生活相談員、サービス提供責任者

が、実践現場や業務を振り返りながら、各担当

者が業務マニュアルを作成する過程への支援が

ある。これらの取り組みは「漓ADL 中心のア

セスメントから利用者の生活を把握できるアセ

スメントシートの開発と実施。滷ニーズ優先か

ら ICF2）を取り入れたサービス護計画の作成。

澆利用者サービス評価、介護職員自己点検チェ

ックの実施。潺サービス苦情や要望の受け止め

方や過程記録の見直し。潸責任者の役割の確認

や文章力の向上。」などの改善に結びついた。

しかし、サービス提供にあたり、利用者生活

（生活コスモス）3）の理解、利用者との協働、利

用者の主体的な参加が不十分であること、利用

者の生活支援に必要な社会資源の開発を認識す

るまでに至っていないこと、さらに、事業所に

おいては、現場職員へ放任的な姿勢がみられ、

運営管理や人材育成を重視しないことなどが、

課題になった。

これらを解決するには、生活支援を通して利

用者の自己実現を達成するソーシャルワーク実

践活動が重要であると認識し、利用者、家族の

サービス評価、介護職員自己点検評価を実施す

る。つまり、利用者支援からのフィードバック

がこれらの課題に機能するかを調査し、改善さ

れた点、新たな問題を整理し、今後、筆者は、

実践研究であるエコシステム視座に基づく支援

ツール開発に活かしていきたいと考えている。

� 実践研究の目的と方法

1．実践研究の目的

介護サービス評価を通じてフィードバックの

意義を考察するが、本稿では次の 3点が実践研

究の目的になる。

漓利用者によるサービス評価と介護職員によ

る自己点検チェックを通して利用者の生活

理解をすること

滷サービス評価から業務点検と業務改善を志

向すること

澆サービス評価から利用者中心の生活支援教

育の再編を整理すること

介護現場では、モニタリングは実施している

が、サービスの適正な履行状況からの視点が強

調され、利用者によるサービス評価がされてい

ることは少ない。また、市町村による事業所の
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介護サービス評価は実施されているが、その結

果を分析評価し、事業所や利用者支援へフィー

ドバックされることも少ない。実践の教育場面

においては、介護支援専門員やサービス提供責

任者への研修が実施されているが、制度（法令

遵守）からの視点が主である。これらは、生活

主体者としての利用者からの意向が、フィード

バックされることは少ないことを意味する。

そこで、訪問介護・通所介護の利用者、家族

によるサービス評価と介護職員の自己点検チェ

ックの比較から、利用者の望む生活支援ができ

ているか。さらに、利用者の自立支援・自己実

現・人間としての固有な生活の継続を支援する

技術の獲得が可能になる教育プログラムの点検

へ、これらの評価をフィードバックすることが

重要になる。

2．実践研究の方法

F 県にある JA 訪問介護（4事業）と通所介

護（6事業）での介護サービス評価が次の方法

で実施された。

漓利用者と家族（通所介護のみ）のサービス

評価（2004年 3月）

滷その結果を、サービス提供責任者と生活相

談員が評価・分析・具体的対応の実施

澆改善されたかを評価するために利用者と家

族（通所介護のみ）のサービス評価の再調

査」（2004年 8月に 2度目の調査）

表 1 調査対象・方法と類型
（大阪府における第三者評価システムを参考にして独自に類型化）

調査期間・方法 調査項目 類 型 評価設定

通所
利用者

配布・回収
一部聞き取り
2004年
3月・8月

サービス内容
充足・満足など
16項目

漓適正な履行 滷効果実感
澆サービス充足感
潺物的充足感
潸相談しやすさ

○の評点 5
△の評点 1
×の評点－5

通所
家族

配布・回収
2004年
3月・8月

契約・介護負担
苦情など
15項目

漓事前説明 滷適正な履行
澆効果実感 潺充足感
潸相談しやすさ

○の評点 5
△の評点 1
×の評点－5

訪問
利用者

配布・回収
一部聞き取り
2004年
3月・8月

契約・サービス内容
苦情など
19項目

漓事前説明 滷適正な履行
澆効果実感 潺充足感
潸相談しやすさ

○の評点 5
△の評点 1
×の評点－5

表 2 調査概要・利用者、家族調査数
（2004年 3月）

事業所 利用者 家族

通所 A
通所 B
通所 C
通所 D
通所 E
通所 F
訪問 A
訪問 D
訪問 E
訪問 F

89
40
40
53
55
42
42
29
21
17

86
42
49
47
56
42
－
－
－
－

合計 428 322

表 3 調査概要・利用者、家族調査数
（2004年 8月）

事業所 利用者 家族 責任者 相談員

通所 A
通所 B
通所 C
通所 D
通所 E
通所 F
訪問 A
訪問 D
訪問 E
訪問 F

75
31
37
76
34
49
39
45
27
13

79
33
38
69
32
49
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
57
60
37
33

111
57
66
50
70
79
－
－
－
－

合計 426 322 187 433
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潺サービス提供責任者と生活相談員が自己点

検チェック実施（2004年 8月）

潸サービス提供責任者と生活相談員がサービ

ス評価の比較検討の実施

調査内容（シート）は、サービス提供責任者

と生活相談員が作成した業務マニュアルに含ま

れているものが使用された。調査は、事業者か

ら利用者宅へ郵送し、記入後返送する方法がと

られた。理解力の乏しい利用者へは、一部ヒヤ

リングが実施された。（表 1・2・3・4）サービ

ス項目は 5つの類型に整理され、評価設定は 3

段階（○は 5点、△は 1点、×は－5点）とさ

れた。その理由は、サービスを受ける利用者が

△や×を付けにくい立場であり、△や×が少な

くても評価に反映されるように 3段階に決めら

れた。それについて、利用者・家族一人ひとり

の評価が入力された。類型化は大阪府における

第三者評価システムを参考にして独自に作成さ

れた。調査では、ソーシャルワーカーの立場か

ら参与観察し、支援する方法がとられた。

� 実践研究の視点

1．実践研究におけるフィードバック過程

フィードバックとは、ある機構で、結果を原

因側に戻すことで原因側を調整すること、電気

回路では出力による入力の自動調整機能、生体

では代謝・内分泌の自己調節機能などである。

一般的に結果を一定に保つようなフィードバッ

クを負のフィードバックという。（ある試験

で、成績が良かったから、安心して勉強しな

い、次の試験で成績が下がる。これはいけない

と思い勉強する。成績を一定に保つ。）また、

出力の傾向を増大するように働くのが、正のフ

ィードバックという。（ある試験で良い成績を

とった。そこで、勉強がおもしろくなって、ま

すます勉強し良い成績になる。あるいは、悪い

成績をとったから勉強がおもしろくなく成績が

下がる。）つまり、システム（系）に負のフィ

ードバックがついていると、そのシステムは安

定な状態になる。反対に、システムに正のフィ

ードバックがついていると、そのシステムは不

安定な状態になる。

ソーシャルワーク実践過程におけるフィード

バックをアセスメントの局面からとらえた場

合、人と環境からなるシステムで、環境が人に

意志決定させ、それに基づく行動へ導く一方、

その行動が環境に働きかけることで、新しい環

境が将来の意思決定作用に及ぼす場合の情報提

供と活用であり、エコシステム視座からのアセ

スメントは、それぞれ独立しているものではな

く、すべてが影響しあい関連して展開していく

という発想が中心にとらえられている。そし

て、それを繋いでいるものが、フィードバック

である4）。

フィードッバックとは、システム過程で処理

されてきた情報をアセスメントし、目標に対す

表 4 責任者・生活相談員自己評価方法と類型（2004年 8月実施）

調査期間・方法 調査項目 類 型 評価設定

訪問
責任者

利用者ごとに
自己点検評価
8月

契約・初回面接・サービス
内容・連携・モニタリング
・感染症・苦情など 28項
目

漓適正な履行
滷技術
澆チームワーク
潺自己管理
潸達成感

○の評点 5
△の評点 1
×の評点－5

通所
生活相談員

利用者（家族）ご
とに自己点検評価
8月

契約・初回面接・サービス
内容・連携・モニタリング
・感染症・苦情など 27項
目

漓適正な履行
滷技術
澆チームワーク
潺自己管理
潸達成感

○の評点 5
△の評点 1
×の評点－5
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P1：国家・社会　P2：地方自治体　P3：実践機関　P4：クライエント・行政機関 
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コントロール対象 
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P1：Policy 

P1

P2：Program 

P2

P3：Practice 

P3

P4：Problem 

P4

る結果の適合状況を維持するために、情報を循

環再処理するシステムの基本的制御調整機能5）

である。

そこで、ソーシャルワークは、ミクロの視

野、つまり人間の社会生活から、マクロの生活

環境をフィードバックした視野で実践を志向す

ることに主要な特徴があり、実践を通じた成果

が実効として利用者に反映されると同時に、利

用者を通じた実践活動の成果が、さらにまた広

く施策の点検・調整・改善・整備へとフィード

バックされると認識することができる。

さらに、ソーシャルワーク実践過程とフィー

ドバックで援助過程システムの展開をソーシャ

ルワーク実践の特性として、価値、目標、主

体、客体、機関、場面、方法、機能の 8特性に

分類している。ミクロのクライエント援助に焦

点化された A system 援助システム過程は、P 1

→P 2→P 3→P 4と展開し、B system 実践政策

調整過程システム P 1→P 2→P 3→P 4と展開

し、援助過程 A system と実践政策調整過程と

B system が、相互に循環しながら、二通りの

システム過程を形成している。（図 1）

そして、そのシステム過程は、クライエント

援助過程 A 3、ミクロのシステム過程と、その

システム内部に存在する過程局面（インテーク

⇒アセスメント⇒プランニング⇒インターベー

ション）と呼ぶプロセスが形成している。この

二通りのソーシャルワーク実践過程にはミクロ

とマクロに焦点化された実践過程である。

援助過程 A system を中心にシステム展開を

考えると B system の実践政策調整過程がフィ

ードバック過程と位置づけられる。援助過程

A system のフィードバックは、B 3・B 2・B 1

の動きであり、実践活動システムから政策策定

システム、それは、同時に援助過程に循環しク

ライエントの目標にフィードバックされる。そ

れは、クライエントの生活支援に必要とする社

会資源の開発や改善または、過程局面（インテ

ーク⇒アセスメント⇒プランニング⇒インター

ベーション）へのフィードバック等である6）。

これらから、実践研究におけるフィードバッ

ク過程を次のように認識できる。

図 1 実践の制度的システム構造
出所：太田義弘「ソーシャルワーク実践とエコシステム 123項」1999年誠信書房

樋下田邦子：ソーシャルワーク実践とサービス評価

─２２１─



漓フィードバックとは、ソーシャルワーク実践

が社会福祉の目的に適合する機能を維持均衡の

働きである。

滷維持均衡としてのフィードバック制御機能以

外に、一定に保つ状態に至っていない場合（介

護職員の倫理や価値などが低いことや地域での

差別や偏見がある）は、より生産的な働きが必

要になる。つまり、ポジティブ（正）・フィー

ドバックとネガティブ（負）・フィードバック

がダイナミックに機能すると考えられる。

澆そして、フィードバックの主体は、介護職員

や利用者が含まれ、フィードバック対象には、

これら主体の属する実施機関、教育機関、行政

機関、ソーシャルワーク実践過程が含まれる。

つまり、フィードバックの主体には、ある取り

組みを行った主体だけでなく、それ以外によっ

て制御しようとすること。（図 1の B 3・B 2・

B 1）フィードバックの対象には、ある取り組

みを行った主体に働きかけるだけでなく、取り

組みを改善するためにその主体以外に働きかけ

る（図 1の A 1・A 2・A 3）と整理することが

できる7）。

そして、実践研究におけるフィードバック

（図 2）は、援助過程 A system（図 1）を中心

にシステム展開を考えると B system の実践政

策調整過程がフィードバック過程と位置づけら

れる。援助過程 A system のフィードバック

は、B 3・B 2・B 1の動きであり、実践活動シ

ステムから政策策定システム、それは、同時に

援助過程に循環しクライエントの目標にフィー

ドバックされる。さらに、クライエントの生活

支援に必要とする社会資源の開発や改善また

は、過程局面（インテーク⇒アセスメント⇒プ

ランニング⇒インターベーション）へのフィー

ドバックなどである。

2．フィードバック過程のエコシステム視座

エコシステムとは、生態学の領域において、

生態系あるいは生態システムといわれる概念

で、生物群集と環境との密接な相互関係を意味

する用語である。その関係は、気候や土壌が生

物に作用をし、その生物がまた土壌や群集内の

気候に影響をおよぼし、エネルギーや物質が群

集の機能によって環境から摂取され、生物体に

なり、生物の間を循環し環境にフィードバック

されるという自然な作用を指し、このような

「エネルギーや物質が流転し、循環している機

能系として生物群集と相補的関係にある環境を

合体したものが生態系（ecosystem）である8）。

時系列変化のなかで積み上げられた変容過程

としての人間と環境との相補関係をとらえ、そ

の適合関係の改善を図っていく発想としての生

図 2 実践研究におけるフィードバックのとらえ方
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態学的な視点を、実践理論として整備しようと

する概念がエコシステムという発想である。つ

まり、利用者支援への科学的なアプローチとし

ての方法である。このような視点が、ソーシャ

ルワーク実践へのエコシステム発想として、ク

ライエントの生活を環境との有機的循環作用の

なかから把握して、ソーシャルワークを統合的

にとらえる視角である。さらに、ソーシャルワ

ーク実践の展開構図（paradigm）であり、実践

モデルを展開するためのモデル（metamodel）

という視座が、エコシステム概念である9）。

エコシステムの視座とは、「漓システム思考

と生態学的視点の相補的統合、滷生きざまとい

う生態学的発想をシステム理論で解説、澆利用

者の生活を環境との有機的循環から統合的に把

握、潺ソーシャルワーク理論への導入から実践

行動概念として展開、潸実践行動概念を具現化

する支援ツール。澁利用者との参加と協働。」10）

により、理論と実践をつなぐモデル（meta-

model）であると考えることができる。

つまり、時系列変化のなかで積み上げられた

実践過程における適合関係の改善を図る発想と

しての生態学的な視点を、実践理論として整備

しようとする概念がエコシステムという発想

（図 3）である。これらを踏まえ、社会福祉の

目的に適合するためのフィードバック機能（維

持均衡の働き）を、サービス評価（利用者支援

からのフィードバック）から検証する試みにな

る。

3．エコシステム視座によるサービス評価

実践研究は「理論」と「実践」を結ぶ方法と

して意義があると筆者は考えている。なぜな

ら、臨床の経験から、実践現場と社会福祉理論

との間に乖離があり、個人を中心にとらえた場

合、方法や技術が分化せず、統合化を図ること

が必要であり、そのために、実践活動を通し

て、理論の再編を図るのが利用者の自己実現を

めざすものであると認識するからである。

また、「実践のための事例研究」における援

助方法がどのような理論や価値に基づいたもの

であるか根拠が曖昧で、単なるワーカー個人の

図 3 ジェネラル・ソーシャルワークの発想とエコシステム構想の目的
サービス評価から利用者支援からのフィードバックを加筆した
出所：太田義弘「支援科学としてのソーシャルワーク実践と方法」ソーシャルワーク研究 Vol. 28 2002年 7月
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価値観や場当たり的な経験のみに基づいたもの

であった場合、いくら積み重ねたとしてもある

べき一般的な原理・原則にはたどり着けな

い11）。そこで、エコシステム視座によるサービ

ス評価を考えてみる。

介護保険制度が施行してから、福祉サービス

の第三者評価が施設やグループホームを中心に

実施されている。そのほとんどが、外部の専門

職による一定水準の充足度や法令遵守の評価で

ある。社会福祉実践における評価の視点で、評

価されることが目的になるのではなく、評価が

組織やそこで仕事をする人々の業務向上の機会

となることである。そのためには、なぜこのよ

うな側面が評価されるのか。評価されているこ

とは業務とどのように関連していくのか。組織

の経営管理者のみでなく、職員にも共有されな

ければならない。自分の進歩にとっても重要な

事柄であることを教育や訓練で理解してもらう

ことが重要である12）。

つまり、外部によるサービス評価以前に、利

用者が、サービス提供過程に参加しているかど

うかを各事業者が主体的に検証することが必要

と考えられる。利用者の意見や声が言い易い仕

組みになっているか、さらに反映しやすいシス

テムになっているか。それらはどの局面や過程

（介護職員教育や研修、組織の運営管理面、行

政、利用者が生活する地域、利用者の自己実現

や社会的自律性など）にフィードバックしてい

るかを検証する姿勢と具体的実践である。

エコシステム視座からサービス評価をとらえ

た場合、サービス提供過程に利用者や家族が参

加する仕組み、参加と協働に着目することがで

きる。例えば、利用者システム（介護・家族・

地域・社会環境の何れかが）に支障が生じた場

合、サービス提供過程のなかで積み上げられ

る、変容過程としての人間と環境との相補関係

をとらえ、利用者の課題解決能力の獲得や支障

を生じた関係の改善を図っていく支援という発

想が必要と認識するからである。なぜなら、利

用者の生活コスモスとかけ離れた、第三者評

価、自己点検評価は、ホテルや旅館の「マル適

マーク」や法令遵守を目的に実施される危惧が

あるからである。エコシステム視座からサービ

ス評価を行なう意義は、生活の広がり状況の変

容の蓄積として利用者システムを把握すること

が、利用者の自己決定や自己実現へ向かう支援

へと結びつくものであり、さらに、実践を踏ま

えながら利用者の評価、声をフィードバック

し、実践と理論の架け橋になる可能性があると

考えることができる。

� 実践研究の結果

1．通所介護利用者・家族へのフィードバック

第 1回目（2004年 3月）に実施された通所

介護利用者・家族のサービス評価の結果（表

8）の特徴として、利用者の「履行・説明」や

「充足・実感」「充足感」が多少低く評価されて

いる。家族は、「履行・説明」「相談しやすさ」

「物的充足感」が低く評価されている。

これらの結果に対して、生活相談員は、第 2

回目（2004年 8月）までに、「原因対策」「対

策要旨」「具体的対応」（表 5・表 6）を実践し

た結果、改善されているのが分かる。（表 9）

そして、3月、8月と 2回実施された利用者・

家族のサービス評価と生活相談員の自己点検チ

ェック（表 10）を D 事業所で比較すると図 4

のようになる。

1回目（3月）の利用者サービス評価（図 4）

は「適正な履行」や「物的充足感」が低いポイ

ントであるが、2回目（8月）の評価では改善

されている。しかし、「相談しやすさ」「効果実

感」が 1回目より低いポイントである。その理

由として、1回目の結果から 2回目の調査実施

までに生活相談員が「適正な履行」「物的充足

感」へ重点を置いて対応（表 5）したことで、

利用者が意見を言い易い場の雰囲気になってき

たことや調査の回数を重ねることで、利用者が

サービス評価の主旨を理解し、主体的に取り組

み始めているとポジティブに受け止めることが

できる。
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家族サービス評価（図 4）は、利用者と比べ

ると全体的に低いポイントである。特に、「事

前説明」「適正な履行」「相談しやすさ」「効果

実感」は、低い評価である。2回目（8月）の

評価で、多少であるが改善されている。その理

由として「事前説明」「適正な履行」「相談しや

すさ」の原因に対して具体的な行動（表 6）を

起こしたからである。

例えば、画一的なケアの提供から利用者のニ

ーズを見直すためにモニタリングを実施、利用

者の生活状況や日課を把握し、利用者別サービ

ス提供書の作成に至ったことは、個別サービス

表 5 生活相談員の気付き及び利用者への対応

原因対策 対策要旨 具体的行動 （分類）

漓適正な履行
（入浴はいかがですか？）

入浴へのニーズ
ニーズ把握不足
職員により対応が異なる

ニーズに沿った
対応とスタッフ
の技術向上

モニタリングの実施
利用者別対応書を作
成

職員だけの実
行で完結

滷効果実感
（生活はしやすくなりました
か？）

サービスの連続性がない 利用者の生活状
況の把握

利用者の日課を作
成、他事業所との連
携

要望との接点
をさがす

澆物的充足感
（昼食はいかがですか？）

量や味付けの確認を怠っ
ていた

食事量・味付け
や・嗜好の確認

個別に食事量を確
認、感想を給食セン
ターへ伝える

要望との接点
をさがす

潺サービス充足感
（利用時間はどうですか？

延長利用を希望する利用
者がいた

施設パンフの作
成・表示

延長時間利用できる
旨を表示する

説明書の作成

潸相談しやすさ
（相談にのってくれますか？）

相談する時間をつくって
いない

相談時間をつく
る

定期的に相談を受け
意見を聞く機会をつ
くる

職員だけでの
実行で完結

表 6 生活相談員の気付き及び家族への対応

原因対策 対策要旨 具体的行動 （分類）

漓事前説明
（苦情窓口、担当者方法につ
いて説明はわかりますか？）

説明が分かりにくかった 具体的に、使用
する方法を事例
から説明する

寄せられた苦情への
対応を公開する

情報開示

滷適正な履行
（必要とするサービスが提供
されていますか？）

ニーズの把握が不充分 ニーズの把握と
対応できる範囲
を伝える

モニタリングを早急
に実施する

専門的再考

澆効果実感
（生活の改善はありました
か？）

生活全体から問題を把握
していない

介護状況、介護
力、生活状況の
把握

介護プログラムを作
成し介護状況を面接
で把握

要望の接点を
さがす

潺サービス充足
（言葉や態度による人権侵害
はありましたか？）

原因不明だが、これまで
にあったかもしれない

接遇も含め誠実
な態度で接する

接遇マニュアルの活
用、勉強会
日頃からの徹底

職員だけの実
行で完結

潸相談しやすさ
（相談にのってくれますか？）

生活や介護の変化の相談
にのっていない

家族懇談会の実
施

問題に気付くために
他の事業所も含めて
家族懇談会の実施

家族との交信
を工夫

D 事業所の生活相談員が作成した内容の一部を抜粋した。また（分類）は「サービス評価への対応と位置
付け」を把握するためにソーシャルワーカーが 10項目に分類した
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が、かなりできたと認識することができる。ま

た、サービスの苦情に関しては、寄せられた苦

情の内容や対応を公開すること、利用者を取り

巻く介護環境、家族の介護力や生活環境を把握

する方法として介護プログラムの作成、家族懇

談会の開催などを試みたことは、利用者の生活

をシステムとしてとらえることができたと評価

できる。

利用者・家族の 2回目のサービス評価と同時

期に実施した生活相談員の自己点検（表 10）

は、「チームワーク」「自己管理」が低いポイン

トである。特に D 通所介護の生活相談員の

「チームワーク」「自己管理」（図 4）が低くな

っている。「チームワーク」は、他の事業所や

家族、職員との連携、協働であり、「自己管理」

はサービスの見直し、利用者宅訪問、モニタリ

ングが含まれている。具体的行動として、上記

の内容（表 5・表 6）に取り組んでいるが、ま

だ不充分であるという反省と専門職として自己

に厳しくありたい姿勢からポイントが低いと思

われる。今後、効果実感の「生活はしやすくな

りましたか？」が高く評価されるためにも、変

化する利用者の生活状況を把握し、実践現場で

共有することが重要になる。

2．訪問介護利用者へのフィードバック表

第 1回目（2004年 3月）に実施された訪問

介護利用者のサービス評価の結果（表 8）を、

通所介護利用者のサービス評価と比較すると、

全体的に評価は低い。特に、「履行・説明」「充

足感」「相談しやすさ」が低く評価されている。

これらの結果に対して、責任者は、第 2回目

（2004年 8月）までに、「原因対策」「対策要

旨」「具体的対応」（表 7）を実践した結果、改

善されているのが分かる。（表 9）そして、3

月、8月と 2回実施された利用者のサービス評

価と生活相談員の自己点検チェック（表 10）

を A 事業所で比較したのが図 12である。

例えば、「希望に沿ったサービスが提供され

ていない」の原因に対して、「他の事業所との

連携、サービス見直し」から「ミーティング・

事例検討会・モニタリングによりケアの確認」

と具体的行動で対応している。他に、「言葉や

態度による人権侵害はありましたか？」の質問

利用者 家 族

図 4 サービス評価比較（D 通所介護）
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に対しては、「チーム制にして利用者情報の共

有化とサービスの均一化」とチームケアが実施

されている。（表 7）サービスを提供する側の

枠組みから、チームアプローチによる提供方法

へ転換してきていると理解することができる。

しかし、判断能力が低下している認知症などの

疾病を持った利用者や家族のサービス評価を行

っていないために、利用者を取り巻く環境の一

部分を認識したにすぎない。

利用者の 2回目のサービス評価と同時期に実

施した責任者の自己点検（表 10）は、5つの項

目ともに比較的高い点数をしめしている。（図

5）そのなかで、「チームワーク」「達成感」が

やや低いポイントであるが、D 通所介護の生

活相談員の「チームワーク」「自己管理」（図

4）よりは高い。その理由は、サービス提供時

表 7 サービス提供責任者の気付き及び利用者への対応

原因対策 対策要旨 具体的行動 （分類）

漓事前説明
（苦情窓口、担当者方法につ
いて説明はわかりますか？）

読み上げる程度なので印
象に残らない

見やすいところ
に記入する

利用者宅にある訪問
記録ファイルに明記
し伝える

専門的再考

滷適正な履行
（必要とするサービスが提供
されていますか？）

希望に沿ったサービスが
提供されていない

他の事業所との
連携・サービス
の見直し

ミーティング・事例
検討会・モニタリン
グによりケアの確認

専門的再考

澆効果実感
（生活の改善はありました
か？）

必要とするサービス提供
ができていない

他事業所との連
携・情報収集

モニタリング・再ア
セスメント、担当ヘ
ルパーから情報収集

専門的再考

潺サービス充足
（言葉や態度による人権侵害
はありましたか？）

了解するが、本音では受
け入れていない

チーム制での対
応

チーム制にし、情報
の共有化とサービス
の均一化ができる

職員だけの実
行で完結

潸相談しやすさ
（相談にのってくれますか？）

生活に変化が見られない
方への訪問ができていな
い

利用者への定期
的な訪問

地区担当を決めて訪
問する。利用者の情
報を共有化する。

要望との接点
をさがす

A 事業所のサービス提供責任者が作成した内容の一部を抜粋した。また（分類）は「サービス評価への対
応と位置付け」を把握するためにソーシャルワーカーが 10項目に分類した

利用者サービス評価
3月（細点線）・8月実施（太実線）

サービス提供責任者自己評価
8月実施

図 5 サービス評価比較（A 訪問介護）
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間が短い訪問介護と長い通所介護、1対 1のサ

ービス提供の訪問介護と集団の中のひとりとし

て位置付ける通所介護でなどを考えることがで

きる。さらに、開放された空間を持つ通所介護

と違い、密室状態での訪問介護は、第 3者の評

価がされにくい状況であり、「達成感」が持て

ない現場であると思われる。これらの違いを踏

まえた上で、利用者、家族のサービス評価を行

うことが課題になる。

3．通所介護及び訪問介護業務へのフィードバ

ック

利用者の「できないこと」から「したいこ

と、できること」に着目し、環境との相互作用

で利用者自身が問題解決する力を獲得すること

ができる支援、サービスの再調整へ改善されて

いる。各サービス事業者との連携、モニタリン

グと再アセスメントの実施により、サービス提

供側の枠組みから利用者の生活の枠組みで支援

できるように試行錯誤しながら実践を継続して

いる。

生活相談員、サービス提供責任者が利用者や

家族のサービス評価や自らの自己点検チェック

（調査結果 表 5・6・7）から、次のような気

付きがあった。

漓通所介護側の流れに利用者をあわせてサー

ビス提供をしていたので、個別対応が実施

できるようにサービス計画の再調整をして

いきたい。

滷利用者が継続してきた生活把握とその共有

を行ない、利用者の持つ力を引き出し、や

る気になるようなサービス提供をしたい。

澆高齢者に制度をわかり易く説明する専門職

としての技術を獲得したい。

潺事業所の弱点を知り、具体的な対策をた

て、継続的な職員研修を事業所内で確立し

ていきたい。

潸表面化しない要望を追及する姿勢と方法、

対策として、利用者の本当のニーズを把握

するためにアセスメントをきちんとした

い。

（サービス評価報告書から一部を抜粋）

� 実践研究の目的からの考察

1．サービス評価から利用者の生活理解

サービス提供責任者と生活相談員が利用者・

家族のサービス評価や介護職員の自己点検チェ

ックの比較検討・分析・対応などを行なった意

義は大きいと評価することができる。そこで、

利用者の生活理解については、次の 2点から考

察できる。

（1）利用者ニーズのとらえ方

表面化しないニーズと表出しているニーズ

は、利用者の生活と深く関係している。例え

ば、ひとり暮らしで要支援に認定された高齢者

の女性（72歳）へ週 1回、訪問介護の生活援

助、「一緒に行なう清掃」のサービスを提供し

ている。この利用者は、訪問介護が入っていな

い日は、ADL が自立しているが、介護職員が

訪問すると「体調不良を訴えて依存的になり、

何も自分から行なおうとしない、また、ふらつ

きがあり一緒に行なう清掃はできない」状態で

ある。これまでは、訪問回数を増やし利用者の

要望に対応する方法をとってきたが、「介護を

必要とする表出しているニーズと体調不良や依

存的になる表面化しないニーズやその背景にあ

る利用者の生活との関係」について、モニタリ

ングと再アセスメントを行なった。そこで、地

域に住む利用者の友人のほとんどが最近亡くな

っていることやひとり息子が仕事でイギリスに

住んでいて、ほとんど会っていないことなどが

分かってきた。利用者は孤独と不安に襲われ、

介護職員へ「依存という行動」で訴えていたの

である。「行動やニーズ」の背景には何がある

のか、利用者の生活理解に焦点化するようにな

っている。

（2）サービス提供過程から

利用者の持つ力を引き出すには、利用者の生

活理解が必要になる。サービスを提供する側

は、利用者が課題達成のために自助力を発揮で
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きるように、介護サービスを通して支援するこ

とを、サービス評価から学び実践にいかし始め

ている。例えば、生活援助の清掃と調理を週 2

回、要介護 1の独居男性（67歳）へ訪問介護

員が介護サービスを提供している。1年経過し

ても、サービス内容が変更することはなく、事

業所、担当訪問介護員も定められた援助を行な

っている。今回の利用者サービス評価、介護職

員自己点検チェックから、サービス提供場面の

コミュニケーションを通して、利用者が獲得し

てきた固有な生活を把握することで、利用者の

自助力を高める支援へ変わっている。サービス

提供過程において、人間と環境からなる利用者

固有の生活世界に立脚し、利用者との参加と協

働を通じた課題解決への支援の重要性を認識

し、実践するようになっている。

2．サービス評価から業務点検と業務改善への

志向

利用者・家族のサービス評価や介護職員の自

己点検チェックから業務の点検や整備は、次の

3点が実施されていると考察できる。

（1）サービス提供過程の見直しから

ADL 中心から利用者の生活を把握できるア

セスメントシートへ改良し実践で使用してい

る。特に、モニタリングや訪問に力を入れて、

日々変化する利用者のニーズや課題に対応する

ようになっている。通所介護計画、訪問介護計

画を共有すること、利用者の人権の尊重のため

に事業所内でミーティングのあり方や見直しに

チャレンジしている。

（2）事業所内での学習会開催の見直しから

これまでの学習会やミーティング開催方法を

見直し、個々の介護職員が課題意識を持って参

加できる仕組みを模索中である。生活相談員や

サービス提供責任者からの一方向の議題提案か

ら、介護職員の事前アンケートやレポートの提

出などを行なってから、介護職員が主体的に取

り組めるような工夫を始めている。

（3）通所介護事業におけるヒヤリ・ハットシス

テムの導入から

利用者・家族のサービス評価、介護職員自己

点検チェックが低く評価された場合、介護事故

の発生比率が高いことが通所介護から報告され

た。そこで、本事例の 6通所介護事業所では、

業務内でのヒヤリ・ハット（サービス提供過程

で起こりうる苦情や事故を未然に防ぐ）のシス

テム化を開始している。「いつ、どこで、どの

ような行為中に、どんな苦情や事故が起きやす

いのか、または、起きているのか。そして具体

的には、どのように行動しているのか、その時

の利用者や介護職員の状況はどうなのか」など

の情報をインプットする。そして、この蓄積さ

れた情報を学習や研修、研究の材料にしてい

る。さらに、これらの情報は 6通所介護事業所

間で公開しているために、他の事業所からアク

セスが可能で、相互学習の教材になっている。

3．サービス評価から利用者中心の生活支援教

育の再編

利用者・家族のサービス評価や介護職員の自

己点検チェックを評価・分析・対応するスキ

ル13）は、ソーシャルワークの視点を注入した介

護職員教育を継続して実践してきた結果である

と評価することができる。今後の生活支援教育

へ強化する内容は、次の 4点であると考察でき

る。

（1）利用者・家族の生活コスモスを理解し実践

で活用できる教育プログラムが必要になる。サ

ービス提供側の枠組みから利用者側の枠組みに

することは、介護職員との協働、利用者の主体

的な参加、利用者のコンピテンスから利用者自

らが生活の目標を見出し解決する力を獲得する

ことを意味するからである。これらを、具現化

する方法に、利用者の生活をビジュアル化でき

る支援ツール活用による実践教育を考えること

ができる。

（2）生活の連続性からサービスの改良や開発を

視野に入れるプログラムが必要になる。介護サ
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ービスは、利用者の生活の一部を支援する。そ

こで、利用者が築き上げてきた固有な生活を継

続するには、介護サービスの提供だけでなく、

既存のサービスの改良やサービスの開発を視野

に入れて、行政や地域との連携・協働が必要に

なる。サービス提供過程から得た利用者の声を

フィードバックする意義について認識すること

である。

（3）業務を振り返る生活支援教育であることが

重要である。机上の学習ではなく、業務と教育

の循環過程から生活相談員やサービス提供責任

者が能動的に参加し、業務に活かせる内容であ

ること。利用者の生活を網羅したアセスメント

を利用者と共有し、協働で作成するサービス計

画の理解と実践が可能になる教育である。具体

的には、コンピューターによる教育・実践支援

ツールの開発と活用が考えられる。

（4）サービス提供側のソーシャルワーク機能、

利用者の代弁機能、権利擁護機を組み入れた教

育であること。そのためには、スーパービジョ

ン、コンサルテーション、オーガナイザー、プ

ランナーなどが事業所で機能するシステムが必

要になる。しかし、これらを具体的なプログラ

ムにするには、図 1の「実践の制度的システム

構造」のフィードバック過程を事例研究から検

証することが課題になる。これらを強化するこ

とで、介護職員の専門的スキルが向上し、サー

ビス提供過程を通したサービス評価が実践の制

度システムへフィードバックすると考えること

ができる。

� 今後の方向性

1．利用者支援からのフィードバック

利用者、家族のサービス評価から生活相談員

やサービス提供責任者は、原因対策、対策要

旨、具体的行動を自ら評価、分析、整理した。

（表 5・6・7は、一部を抜粋）その対応を分類

しフィードバックとの関係を示したのが図 6に

なる。

「従来型説明の徹底」が一番多く、次に「職

員のみ実行で完結」や「要望との接点を探す」

の順である。サービスが提供側の枠組みであっ

たこと、特に、利用者の生活理解が不十分であ

ること、インテーク時はマニュアルに沿った説

明で個別性に乏しかったこと、サービスの連続

性について考慮しなかったことなどの気付きが

あったが、「利用者や家族との協働」の意義を

理解し、実践で具体化する方法が不十分であ

る。

サービス評価を通じて、利用者と介護職員、

実践と理論を両軸に見た場合、サービス提供過

程における「利用者との参加と協働」、実践と

利用者との象限を見た場合、「ファシリテータ

ーやアドボカシーとしての役割や機能」、実践

と介護職員との象限を見た場合、介護職員の主

体性「社会的自律性の獲得」、介護職員と理論

との象限を見た場合、「スーパービジョンのシ

ステム化」、理論と利用者との象限を見た場

合、「ネットワーク機能」などへフィードバッ

クしていないことが分かる。この 4象限は、フ

ィードバックの循環過程であり、現状の段階で

は、利用者システムのとらえ方が不十分である

と認識し、課題になる。しかし、生活相談員や

サービス提供責任者が実践現場を振り返りなが

ら行なうサービス評価は、分析力の獲得に効果

があるといえる。

2．実践支援ツールの開発と活用

利用者支援からのフィードバックの具体的方

法として、利用者・家族のサービス評価、介護

職員による自己点検チェックを試みてきた。さ

らに、ソーシャルワーク実践として位置づけ、

生活支援教育プログラムの改良を試みている。

しかし、図 6にあるように、「利用者との参加

と協働」「ファシリテーターやアドボカシーと

しての役割や機能」「社会的自律性の獲得」「ス

ーパービジョンのシステム化」「ネットワーク

機能」などへフィードバックが不十分であるこ

とを認識できた。

これらの課題や利用者がサービス提供過程に
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参加すること、利用者の意見や声がフィードッ

バクしやすい仕組みにするには、事業所全体で

取り組むことが必要と考えられる。地域社会で

生活する利用者を支援するには、利用者のサー

ビス評価が、事業所として地域社会で果たす役

割、行政との連携、新たなサービスの開発や職

員の人事管理、組織の運営、介護職員教育など

へフィードバックする実践支援ツールの開発と

活用が必要になる。

なぜなら、利用者システムには、制度、政策

としてのサービス以外に、利用者自身を含む社

会資源が存在していること、サービスを提供す

る側は、実践主体として介護職員の雇用や事業

実施の運営、管理がシステムとして存在してい

ること、そして、これらは別々に機能している

のでなく、ひとつの循環システムとして機能し

ているからである。

3．メゾやマクロを志向したソーシャルワーク

実践事例のフィードバック研究

そこで、利用者支援からのフィードバックを

実践する上で、新たな課題への取り組みを示唆

する。図 7の実践から図 8への取り組みであ

る。

サービス提供過程局面の利用者・家族のサー

ビス評価と介護職員の自己点検チェック（図

7）から、ミクロ・メゾとマクロを繋ぐエコシ

ステム視座に基づく支援ツール開発と実践（図

8）での活用が必要になる。介護職員が利用者

への支援を通してサービス評価を行なうもの

で、エコシステム構想に基づくミクロからマク

ロまでを網羅した、「事業所サービス評価」で

図 6 サービス評価を通じたフィードバック循環過程
表 5「生活相談員の気付き及び利用者への対応」表 6「活相談員の気付き及び家族への対応」
表 7「サービス提供責任者の気付き及び利用者への対応」の分類の個数を 4象限にフィードバ
ック循環過程から整理した図になる
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サービスの実施 インテーク モニタリング 

サービス提供過程局面の評価（利用者と担当者との間） 

フィードバック 

局
面 

局
面 

局
面 

局
面 

局
面 

局
面 

局
面 

局
面 

事業者 利用者 

ある。

利用者の生活支援を通して「利用者の自己実

現」を達成するソーシャルワークを実践活動と

して具現化、ビジュアル化する「エコシステム

視座＝支援ツール」の活用により、実践と理論

をつなぎ、実践の科学化へ向かうと示唆でき

る。そして、筆者は、次の実践研究を推進した

いと考えている。

漓実践現場のフィードバック場面で活用できる

実践支援ツールの開発

介護職員、管理者による事業所サービス評価

と活動メンバーによる助け合い組織の活動評価

によるフィードバックを検証、分析に考察する

こと。

滷介護職員、管理者、活動メンバーとの協働で

サービス評価からソーシャルワーク実践の理論

化。

研究のための研究でなく、実践のための研究

であること、利用者の暮らし向きが良くなり、

人間として一人ひとりが尊厳される社会である

こと。そのために、筆者は、ソーシャルワーク

実践を積み重ねてこれらの課題に取り組み、理

論と実践を繋ぐ役割を果たしていきたいと強く

認識している。

注
１）太田義弘「関西福祉科学大学大学院博士後期
課程」臨床福祉学研究ゼミ 2004年 12月 20日
２）ICF（International Classification of Functioning,

Disabilty and Health）
2001年 WHO は、国際機能生活分類（ICF）

を採択した。従来 Impairments を Body function

& Structures（心身機能・身体機能）に、Disabili-

ties を Activities（活動）とし、Handicaps を Par-

ticipation（参加）として、障害者自身の主体性
を強調する。
３）太田義弘・中村佐織・石倉宏和編著 「ソーシ
ャルワークと生活支援方法のトレーニング」生
活コスモスとは、その人の生きている姿を生活
の内面世界から周辺さらに環境世界を含んだ生
活領域として、さらに生活の流れや変化を生活
過程として包括・統合的にとらえること。中央

図 7 利用者・家族のサービス評価と自己点検評価

図 8 支援ツールによる事業所サービス評価
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法規 2005年 10項
４）中村佐織著「ソーシャルワーク・アセスメン
ト コンピューター教育支援ツールの研究」ソ
ーシャルワークにおけるシステム的視点と生態
学的視点の特徴のなかで、システム的視点のソ
ーシャルワークに採用された特徴的な概念の例
示にフィードバックをネガティブ・フィードバ
ック、ポジティブ・フィードバックに整理して
いる。相川書房 2002年 31項、119項
５）太田義弘著「ソーシャルワーク実践とエコシ
ステム」誠信書房 1999年 52項、173項、179

項
６）太田義弘著「ソーシャルワーク実践とエコシ
ステム」誠信書房 1999年 180～181項
７）阪口春彦著「社会資源の整備方法」の構想と
フィードバックによる展開－マクロ・ソーシャ
ルワークへのアプローチとして－ フィードバ
ックの主体には、ある取り組みを行った主体だ
けでなく、それ以外によって制御しようとする
ことも、フィードバックととらえ、フィードバ
ックの対象には、ある取り組みを行った主体に
働きかけるだけでなく、取り組みを改善するた
めにその主体以外に働きかけることも、フィー
ドバックととらえる。そして、「フィードバック
とは、漓ある主体によって実施されてきた取り
組みとその結果についての情報を把握し、滷そ
の情報やその情報の分析結果に基づき、取り組
みの目標や方法を改善する必要性、及び目標や
方法について改善案を検討し、澆その改善案を
現実に導入しようとすることである。」大阪府立
大学大学院社会福祉学研究科社会福祉学専攻
1997年度学位論文
８）太田義弘著「ソーシャルワーク実践とエコシ
ステム」誠信書房 1999年 103～104項
９）太田義弘著「ソーシャルワーク実践とエコシ
ステム」誠信書房 1999年 105項

１０）太田義弘「関西福祉科学大学大学院博士後期

課程」臨床福祉学研究ゼミ 2004年 12月 20日
１１）岩間伸之「ソーシャルワーク研究における事
例研究法」ソーシャルワーク研究 116

１２）渡部律子「社会福祉における評価の視点－実
践を科学化するためには」社会福祉研究 第 92

号財団法人鉄道弘済会 2005年 4月
１３）太田義弘「関西福祉科学大学大学院博士後期
課程」技術（スキル）－支援活動の展開過程 漓
支援への実践哲学（人間への再発見・実存的人
間理解・社会的自律性）滷価値の認識過程（社
会的自律性の支援・価値の創造的活動過程）を
技法と整理している。臨床福祉学研究ゼミ 2004

年 12月 20日

参考文献
岩間伸之「ソーシャルワーク研究における事例研
究法」ソーシャルワーク研究 116

太田義弘・中村佐織・石倉宏和編著「ソーシャル
ワークと生活支援方法のトレーニング」中央法
規 2005年
太田義弘「臨床福祉学特殊研究博士後期課程ゼミ」

2004年 1月 16日
太田義弘「ジェネラル・ソーシャルワーク」光生
館 2001年
太田義弘「ソーシャルワーク実践とエコシステム」
誠信書房 1999年
阪口晴彦「社会資源の整備方法の構想とフィード
バックによる展開－マクロ・ソーシャルワーク
へのアプローチとして－」大阪府立大学大学院
博士課程論文 1997年
中村佐織「ソーシャルワーク・アセスメント－コ
ンピューター教育支援ツールの研究－」相川書
房 2002年
渡部律子「社会福祉における評価の視点－実践を
科学化するためには」社会福祉研究 第 92号財
団法人鉄道弘済会 2005年 4月

樋下田邦子：ソーシャルワーク実践とサービス評価
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［調査資料］

表 8 利用者・家族サービス評価調査結果（2004年 3月）

類型 漓履行漓説明 滷実感滷履行 澆充足澆実感 潺充足感 潸相談しやすさ

利用者 家族 利用者 家族 利用者 家族 利用者 家族 利用者 家族

通所 A
通所 B
通所 C
通所 D
通所 E
通所 F
訪問 A
訪問 D
訪問 E
訪問 F

4.5
4.7
4.4
3.9
4.7
4.6
2.8
1.7
3.1
2.4

3.5
3.2
3.5
3.0
3.2
3.7
－
－
－
－

4.7
4.7
4.7
4.9
4.8
4.8
3.6
3.8
4.3
4.1

4.4
4.6
4.8
4.3
4.8
4.7
－
－
－
－

4.9
4.7
4.4
4.6
4.7
4.4
3.8
3.8
4.1
4.1

4.4
4.6
4.7
4.5
4.7
4.5
－
－
－
－

4.8
4.8
4.9
4.7
4.7
4.8
3.4
3.0
3.5
3.8

2.6
2.3
2.1
2.3
3.0
2.1
－
－
－
－

4.7
4.8
4.4
4.8
4.8
4.6
3.3
3.5
4.0
3.4

4.5
4.8
4.4
3.8
4.4
4.5
－
－
－
－

表 9 利用者・家族サービス評価調査結果（2004年 8月）

類型 漓履行漓説明 滷実感滷履行 澆充足澆実感 潺充足感 潸相談しやすさ

利用者 家族 利用者 家族 利用者 家族 利用者 家族 利用者 家族

通所 A
通所 B
通所 C
通所 D
通所 E
通所 F
訪問 A
訪問 D
訪問 E
訪問 F

4.5
4.7
4.8
4.4
4.8
4.4
3.6
3.0
3.4
4.1

3.8
4.2
4.6
3.3
3.2
4.2
－
－
－
－

4.4
4.7
4.8
4.3
4.7
4.8
4.7
4.2
4.8
4.8

4.3
4.4
4.6
4.5
4.5
4.3
－
－
－
－

4.5
4.8
4.5
4.5
4.5
4.6
4.6
4.6
4.8
4.8

4.4
4.7
4.8
4.5
4.7
4.4
－
－
－
－

4.6
4.8
4.8
4.5
4.7
4.8
4.9
4.1
4.6
4.3

4.5
4.8
4.9
4.7
4.8
4.7
－
－
－
－

4.5
4.5
4.7
4.1
4.5
4.4
4.8
4.0
4.6
4.8

4.2
4.4
4.8
4.1
4.6
4.3
－
－
－
－

表 10 サービス提供責任者・生活相談員自己評価結果（2004年 8月）

類型 漓適正な履行 滷技術 澆チームワーク 潺自己管理 潸達成感

通所 A
通所 B
通所 C
通所 D
通所 E
通所 F
訪問 A
訪問 D
訪問 E
訪問 F

4.2
4.5
5.0
4.1
4.0
4.9
4.6
5.0
5.0
3.0

3.8
4.1
4.8
2.1
4.7
4.7
4.2
4.6
4.3
4.0

3.8
4.1
4.8
2.1
4.7
4.7
4.1
3.7
2.5
5.0

3.5
3.6
5.0
0.2
5.0
3.8
4.2
4.9
5.0
5.0

4.8
3.8
5.0
3.6
4.0
5.0
3.9
5.0
4.3
4.7
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